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❑共同実施ブロック 

※各ブロックの状況にあわせてとりくみます。 

◎教職員の児童･生徒と向き合う時間の確保 

・学籍関係帳票作成及び相互点検 

・納入金に関する連携 

・学校行事の相互支援 

◎事務の効率化・適正化 

・就学援助費申請受付等に関する連携 

・三手当認定相互相談、現況確認 

・新規採用教職員の OJT 

・共通事務だより等の発行 

・ブロック会議開催 

◎小中一貫教育の推進 地域との連携 

  ・小中一貫教育会議への参画 

・学校運営協議会等への参加 

  ◎学校統合に係る事務業務の対応 

 

❑共同学校事務室 

※市教育委員会事務局各課、共同実施ブロックと 

連携してとりくみます。 

◎効果的な予算執行、各種物品の購入とりまとめ 

◎学校事務連絡会等会議の円滑かつ効果的な運営 

◎業務の効率化･適正化、各種ﾏﾆｭｱﾙ等の更新・整備 

◎各種情報集約 

◎旅費予算執行状況調査集約 

◎学校業務の支援、備品台帳・理振台帳の整備 

◎学校事務職員研修の企画と立案  

◎日常的な学校業務全般の相談対応 

◎学校訪問による相談体制の充実 

◎情報発信（ホームページ・要覧） 

◎各学校での事務処理支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「守口市立学校の財務取扱い要綱」 

－平成６年４月 1 日施行－ 

◇「守口市立学校に勤務する学校事務職員 

及び学校栄養職員の職務に関する要綱」 

別表「学校事務職員の標準的職務内容」 

－平成１８年１１月２１日施行－ 

◇「守口市立学校事務共同実施事業に関する要綱」      

－平成２１年４月１日施行－ 

◇「守口市立学校の管理運営に関する規則」の一部改正 

－平成２９年１１月２２日施行－ 

◇「守口市立学校の管理運営に関する規則」の一部改正 

－令和 4 年４月１日施行－ 

◇「守口市立学校共同学校事務室設置要綱」      

－令和 4 年４月１日施行－ 

 

 主な業務内容 

 
平成１２年～１４年度 

・文部科学省「事務処理の効率化に関する実践協力モデル校」指定   

平成１６年度  「学校事務共同実施推進委員会」の設置 

平成１７年～１９年度 

・文部科学省「きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等のた

めの事務部門での強化対応」指定  

平成１８年度～２０年度 

・文部科学省 「教職員配置に関する調査研究委託事業」指定 

・大阪府教育委員会「学校運営改善研究事業」指定  

（共同実施の観点を含めた研究） 

平成２０年度 ・「学校事務共同実施準備会」設置 

平成２１年度 ・全中学校区での学校事務共同実施 

・「学校事務支援センター」設置    

平成２２年度 ・守口市学校事務共同実施推進・学校事務支援セン 

          ター設立記念講演会 

・大阪府教育委員会主催市町村人事担当者会議後に

守口市のとりくみ報告 

平成２５年度 ・ホームページ開設 

令和４年度  ・「共同学校事務室」設置（学校事務支援センターから

移行） 

共同実施のとりくみ経過 

 

学校事務に関する制度 
もりもり 
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守口市内の３つのブロックの事務室

が連携します。 

☆学校における事務の効率化・適正化は、教職員の事務

負担軽減につながります。 

☆保護者・地域に信頼される学校づくりをめざします。 

 

                      

 

学校事務の共同実施とは、学校事務職員が複数の学校の事務・

業務を共同で処理することにより、効率化・適正化・円滑化を進

め、学校事務職員が校務運営に積極的に参画する体制を構築する

とともに教員の子どもと向き合う時間の確保を図るものです。 

守口市では、平成 12 年度以降、文部科学省の研究指定を受け

るなど、研究実践に積極的にとりくみ、平成 21 年度からは、全

中学校区で学校事務共同実施を行うため、「学校事務支援センター」

を設置しました。そして本年４月に、守口市立学校の管理運営に

関する規則を改正し、「共同学校事務室」を設置し、これまでの共

同実施を系統的・組織的に推進することにより、学校事務職員が

より一層主体的かつ積極的に校務運営へ参画できるよう体制の構

築が進められています。 

  現在、学校においては、新型コロナウイルス感染症対策、管理

運営や外部対応にかかわる業務の増大、教職員の子どもたちの指

導に専念する時間の不足、小中一貫教育の推進、地域との連携な

ど多くの課題があります。学校事務の共同実施は、それらの課題

を解決し、学校運営を改善する方策のひとつであり、事務体制を

強化することにより学校教育の充実をめざすものです。 

                                                             

 

 

【人口】 約１４２,５００人  

【面積】 １２．７１ ㎢ 

【小・中学校の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  守口市の学校事務共同実施のめざすもの （令和４年度）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守口市学校事務共同実施組織図 （令和４年度） 

 

 

 

                                               

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校数 児童・生徒数 

小学校 １３校 ５,３４８人 

中学校 ７校 ２,６４０人 

義務教育学校 1 校  ７４３ 人 

合計 ２１校 ８,７３１人 

【南部ブロック】 
さつき学園校区 ・さつき学園● 
樟風中学校区  ・樟風中 ・さくら小 ・寺方南小 
錦中学校区   ・錦中 ・錦小 

【東部ブロック】 
 
庭窪中学校区  ・庭窪中 

・庭窪小● 
・佐太小 
・金田小 

梶中学校区   ・梶 中 
・梶 小 
・藤田小 

大久保中学校区 ・大久保中 
・よつば小 

【中部ブロック】 
 
第一中学校区 ・第一中 

・守口小 
・八雲東小 

八雲中学校区 ・八雲中● 
・八雲小 
・下島小 

学校事務の共同実施 

 

守口市の概要 

－令和４年５月１日現在－ 

学校力を高める 基本方針４ 

 

首席の活用や事務職員の校務運営へ 

の参画による学校経営体制の強化 
具体的な取組 

 

 

学校経営の改善 重点項目９ 

 

各学校の教育目標 

 

会議の効率化・充実 学校業務の支援 効果的な予算執行 

各種情報集約・提供 業務の効率化・適正化 学校事務研修の企画 

共同実施ブロックでのとりくみを機能させ、事務体制

を強化することにより、各学校の事務職員が校務運

営へ主体的・積極的に参画 

 

守口市教育委員会事務局 

教育総務課・学校教育課・保健給食課・教育センター等 
大阪府教育庁 

学校総務サービス課 

連絡・調整 

守口市立学校共同学校事務室 
（第一中学校内） 

室長・副室長・室員・室員 

連 携 

連絡・調整・業務（権限）配分 

連絡・調整・支援（指導・助言） 

 

外部諸機関 

（業者・金融機関・市民） 

連
絡
・調
整
・支
援
（指
導
・助
言
） 

学校・家庭・地域がつながる小中一貫教育 学校教育の目標 

●印はブロック長 

(制度整備) 

・守口市立学校の管理運営に関する規則の改正 

・守口市学校共同学校事務室設置（「守口市立学校の管理運営に関する規則」の一部改正） 

・守口市立学校共同学校事務室設置要綱制定 

 

共同学校事務室が市教育委員会事務局各課との連

携により学校および共同実施ブロック業務支援 

連
絡
・調
整
・支
援
（指
導
・助
言
） 

連絡・調整 
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